
別紙４ 

○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）（
抜
粋
） 

（
特
定
の
美
術
品
に
つ
い
て
の
相
続
税
の
納
税
猶
予
及
び
免
除
） 

第
二
十
三
条
の
八
の
七 

施
行
令
第
四
十
条
の
七
の
七
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
寄
託
相
続
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
寄
託
相
続
人
」
と
い
う
。）
は
、
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
相
続
税
の
申
告
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
相
続
税
の
申
告
書
」
と
い
う
。）
の
提
出
期
限

か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
美
術
品
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
美
術
品
」
と
い
う
。）
を
施
行
令
第
四
十
条

の
七
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
寄
託
の
日
後
遅
滞
な
く
、
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
と
の
間
で
締
結
し
た

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
寄
託
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
託
契
約
」
と
い
う
。）
に
係
る
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
特
定
美
術
品

を
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
を
し
て
い
る
旨
及
び
そ
の
寄
託
の
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
納
税
地
の
所
轄
税

務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
書
類
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所 

二 

当
該
特
定
美
術
品
の
明
細 

三 

当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
名
称
及
び
所
在
地 

四 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

２ 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
重
要
文
化
財
保
存
活
用
計
画
等
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省

令
第
五
号
）
第
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
事
項
又
は
同
令
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
事
項
と
す
る
。 

３ 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
三
項
第
七
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
博
物

館
に
相
当
す
る
施
設
と
し
て
指
定
を
さ
れ
た
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
寄
託
先
美
術
館
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
託
先
美
術
館
」
と
い
う
。）
に
つ

い
て
博
物
館
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
と
す
る
。 

４ 

施
行
令
第
四
十
条
の
七
の
七
第
十
六
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
四
項
の
特
定
美
術
品
に
係
る
寄
託
契
約
の
契
約
期
間
の
終
了
が

寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
か
ら
の
契
約
の
解
除
又
は
契
約
の
更
新
を
行
わ
な
い
旨
の
申
出
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
終
了
の
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
当
該
寄

託
先
美
術
館
の
設
置
者
が
発
行
す
る
も
の
に
限
る
。）
と
す
る
。 

５ 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
四
項
の
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
寄
託
相
続
人
は
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に
定
め
る
終
了
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
承
認
に
係
る
特
定
美
術
品

を
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
寄
託
の
日
後
遅
滞
な
く
、
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
と
の
間
で
締
結
し
た
寄

託
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
特
定
美
術
品
を
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
を
し
て
い
る
旨
及
び
そ
の
寄
託
の
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
当
該
承
認
を
し
た
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
書
類
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所 



二 

当
該
終
了
の
年
月
日 

三 

当
該
特
定
美
術
品
の
明
細 

四 
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
名
称
及
び
所
在
地 

五 
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

６ 

施
行
令
第
四
十
条
の
七
の
七
第
十
七
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
寄
託
先
美
術
館
に
つ
い
て
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
三
項
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
つ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
と
す
る
。 

７ 

寄
託
相
続
人
が
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
五
項
の
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
寄
託
相
続
人
に
よ
る
寄
託
契
約
の
解
除
に
伴
う
契
約
期
間
の
終
了
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

８ 

第
五
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
五
項
の
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
寄
託
相
続
人
が
、
同
条
第
三
項
第
七
号
に
定
め
る
日
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
承
認
に
係
る

特
定
美
術
品
を
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

９ 

施
行
令
第
四
十
条
の
七
の
七
第
十
九
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 

寄
託
相
続
人
が
特
定
美
術
品
を
担
保
と
し
て
提
供
す
る
た
め
に
当
該
特
定
美
術
品
に
係
る
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
対
し
当
該
特
定
美
術
品
を
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長

の
た
め
に
保
管
す
る
こ
と
を
命
じ
た
こ
と
及
び
当
該
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
が
当
該
保
管
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
諾
し
た
こ
と
を
証
す
る
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
（
当
該
証

書
が
公
正
証
書
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
寄
託
相
続
人
及
び
当
該
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。） 

二 

前
号
の
証
書
が
公
正
証
書
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
の
寄
託
相
続
人
及
び
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
の
印
に
係
る
印
鑑
証
明
書
（
当
該
寄
託
先
美
術
館
の
設
置

者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
寄
託
相
続
人
の
印
に
係
る
印
鑑
証
明
書
） 

三 

第
一
号
の
特
定
美
術
品
に
付
さ
れ
た
保
険
に
係
る
保
険
証
券
の
写
し 

四 

保
険
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
業
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
業
を
行
う
者
に
対
し
て
提
出
す
る
書
類
で
、
第
一
号
の
特
定
美
術
品
に
付
さ
れ
た
保
険
に
係
る
保

険
金
請
求
権
に
質
権
を
設
定
す
る
こ
と
の
承
認
を
請
求
す
る
た
め
の
も
の 

10 

施
行
令
第
四
十
条
の
七
の
七
第
二
十
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
同
項
第
二
号
の
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
の
印
に
係
る

印
鑑
証
明
書
と
す
る
。 

11 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
八
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

イ 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
寄
託
し
て
い
た
者
（
以
下
こ
の
項
、
第
十
六
項
第
二
号
及
び
第
十
七
項
第
二
号
に
お
い
て
「
被
相
続
人
」
と
い
う
。）
の
死
亡
に
よ
る
相

続
の
開
始
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日 

ロ 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
美
術
品
の
明
細 



ハ 

ロ
の
特
定
美
術
品
の
寄
託
を
受
け
て
い
る
寄
託
先
美
術
館
の
名
称
及
び
所
在
地 

ニ 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

二 
前
号
ロ
の
特
定
美
術
品
に
係
る
重
要
文
化
財
保
存
活
用
計
画
等
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
五
項
又
は
第
十
三
条
第
五
項
の
評
価
価
格
通
知
書
の
写
し 

三 
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
を
記
載
し
た
書
類 

四 

次
に
掲
げ
る
日
に
お
い
て
現
に
効
力
を
有
す
る
第
一
号
ロ
の
特
定
美
術
品
に
係
る
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
認
定
保
存
活
用
計
画
（
第
十
三
項
及

び
第
十
五
項
第
一
号
に
お
い
て
「
認
定
保
存
活
用
計
画
」
と
い
う
。）
に
係
る
計
画
書
の
写
し
及
び
当
該
認
定
保
存
活
用
計
画
に
係
る
認
定
（
文
化
財
保
護
法
第
五
十
三
条
の
二

第
四
項
又
は
第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
文
化
庁
長
官
の
認
定
（
同
法
第
五
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を

含
む
。）
を
い
う
。
第
十
三
項
及
び
第
十
五
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
係
る
通
知
の
写
し 

イ 

被
相
続
人
の
相
続
の
開
始
の
日
（
施
行
令
第
四
十
条
の
七
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
計
画
期
間
が
満
了
す
る
日
） 

ロ 

相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限 

五 

次
に
掲
げ
る
日
に
お
い
て
被
相
続
人
又
は
寄
託
相
続
人
が
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
当
該
特
定
美
術
品
を
寄
託 

し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

イ 

被
相
続
人
の
相
続
の
開
始
の
日 

ロ 

相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
（
施
行
令
第
四
十
条
の
七
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
提
出
期
限
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
新

寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
当
該
特
定
美
術
品
を
寄
託
し
て
い
な
い
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
た
日
） 

六 

遺
言
書
の
写
し
、
財
産
の
分
割
の
協
議
に
関
す
る
書
類
（
当
該
書
類
に
当
該
財
産
に
係
る
全
て
の
共
同
相
続
人
及
び
包
括
受
遺
者
が
自
署
し
、
自
己
の
印
を
押
し
て
い
る
も

の
に
限
る
。）
の
写
し
（
当
該
自
己
の
印
に
係
る
印
鑑
証
明
書
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）
そ
の
他
の
財
産
の
取
得
の
状
況
を
証
す
る
書
類 

七 

施
行
令
第
四
十
条
の
七
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
類
及
び
同
項
の
被
相
続
人
が
文
化
庁
長
官
に
提
出
し
た
同
項
の
認

定
に
係
る
申
請
書
の
写
し 

八 

施
行
令
第
四
十
条
の
七
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
同
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
事
情
の
詳
細
を
記
載
し

た
書
類
並
び
に
第
四
項
又
は
第
六
項
に
規
定
す
る
書
類 

九 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
書
類 

12 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
九
項
及
び
施
行
令
第
四
十
条
の
七
の
七
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

寄
託
契
約
に
基
づ
き
特
定
美
術
品
の
寄
託
が
継
続
し
て
い
る
旨 

二 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
九
項
の
届
出
書
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
届
出
期
限
（
次
項
及
び
第
十
五
項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
「
届
出
期
限
」
と
い
う
。）
前
三
年
以
内
に
寄
託

先
美
術
館
に
お
い
て
前
号
の
特
定
美
術
品
の
公
開
（
公
衆
の
観
覧
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
第
十
五
項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）
が
行
わ
れ
た
期
間 

13 

寄
託
相
続
人
が
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
定
美
術
品
の
う
ち
に
当
該
届



出
書
の
届
出
期
限
前
三
年
以
内
に
新
た
に
認
定
を
受
け
た
認
定
保
存
活
用
計
画
に
係
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
届
出
書
に
当
該
認
定
保
存
活
用
計
画
に
係
る
計
画
書
の
写
し

及
び
当
該
認
定
に
係
る
通
知
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

14 
施
行
令
第
四
十
条
の
七
の
七
第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
条
第
十
六
項
又
は
第
十
七

項
の
申
請
書
を
提
出
し
て
い
る
旨
と
す
る
。 

15 

施
行
令
第
四
十
条
の
七
の
七
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
（
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
十
四
項
の
死
亡

し
た
日
、
贈
与
を
し
た
日
又
は
滅
失
し
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
死
亡
等
の
日
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
同
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
又
は
施
行
令
第
四
十
条
の

七
の
七
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
場
合
（
当
該
死
亡
等
の
日
以
前
一
月
以
内
に
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
三
項
第
三
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
死
亡
等
の
日
前
に
同
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
と
き
を
含
む
。）
に
は
、
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書

類
）
と
す
る
。 

一 

死
亡
等
の
日
の
前
日
（
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
定
美
術
品
に
係
る
認
定
保
存
活
用
計
画
の
計
画
期
間
が
満
了
し
た
日
か
ら
同
条
第
三
項

第
五
号
に
規
定
す
る
四
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
死
亡
等
の
日
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
死
亡
等
の
日
前
に
当
該
特
定
美
術
品
に
係
る
新
た
な
認
定
保
存
活

用
計
画
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
計
画
期
間
が
満
了
す
る
日
）
に
お
い
て
現
に
効
力
を
有
す
る
当
該
特
定
美
術
品
に
係
る
認
定
保
存
活
用
計
画
の
計
画
書
の
写

し
及
び
当
該
認
定
保
存
活
用
計
画
の
認
定
に
係
る
通
知
の
写
し 

二 

死
亡
等
の
日
に
お
い
て
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
定
美
術
品
の
寄
託
を
受
け
て
い
た
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
が
発
行
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項
を
証
す
る
書
類 

イ 

当
該
死
亡
等
の
日
ま
で
寄
託
契
約
に
基
づ
き
当
該
特
定
美
術
品
の
寄
託
が
継
続
し
て
い
た
旨 

ロ 

直
前
の
届
出
期
限
（
最
初
の
届
出
期
限
が
当
該
死
亡
等
の
日
以
後
に
到
来
す
る
場
合
に
は
、
相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
）
か
ら
当
該
死
亡
等
の
日
ま
で
の
間
に
当
該

寄
託
先
美
術
館
に
お
い
て
当
該
特
定
美
術
品
の
公
開
が
行
わ
れ
た
期
間 

三 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
が
特
定
美
術
品
を
寄
託
し
て
い
た
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
当
該
特
定
美
術
品
の
贈
与
を
し
た
場

合
に
は
、
当
該
贈
与
に
係
る
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
が
当
該
贈
与
を
受
け
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
当
該
特
定
美
術
品
の
明
細

を
明
ら
か
に
す
る
も
の 

四 

特
定
美
術
品
が
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

当
該
特
定
美
術
品
に
付
さ
れ
た
保
険
に
係
る
保
険
証
券
の
写
し
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
特
定
美
術
品
に
つ
い
て
当
該
保
険
に
係
る
保
険
契
約
に
よ
り
保
険
金
が
支
払
わ
れ

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の 

ロ 

当
該
特
定
美
術
品
が
当
該
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
旨
を
証
す
る
文
化
庁
長
官
の
書
類 

五 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
又
は
施
行
令
第
四
十
条
の
七
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
類
（
死
亡
等
の
日
以



前
一
月
以
内
に
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
三
項
第
三
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
死
亡
等
の
日
前
に
同
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
書
類
及
び
第
四
項
又
は
第
六
項
に
規
定
す
る
書
類
） 

16 
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
十
七
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
若
し
く
は
特
定
美
術
品
又
は
同
項
の
寄
託
先
美
術
館
に
つ
い
て
、
同
条
第
十
七
項
の
納
税
の
猶
予
に

係
る
期
限
の
確
定
に
係
る
事
実
が
生
じ
た
旨 

二 

前
号
の
事
実
が
生
じ
た
特
定
美
術
品
の
明
細
又
は
当
該
事
実
が
生
じ
た
寄
託
先
美
術
館
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
特
定
美
術
品
又
は
当
該
寄
託
先
美
術
館
に
係
る
法

第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
寄
託
相
続
人
及
び
当
該
寄
託
相
続
人
に
係
る
被
相
続
人
の
氏
名
及
び
そ
の
死
亡
の
時
に
お
け
る
住
所 

三 

第
一
号
の
事
実
の
詳
細
及
び
当
該
事
実
の
生
じ
た
年
月
日
並
び
に
当
該
事
実
に
係
る
報
告
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
の
内
容 

四 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

17 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
十
八
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所 

二 

前
号
の
寄
託
相
続
人
が
被
相
続
人
か
ら
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し
た
特
定
美
術
品
に
係
る
相
続
税
の
申
告
書

が
提
出
さ
れ
た
日 

三 

第
一
号
の
寄
託
相
続
人
が
前
号
の
特
定
美
術
品
に
つ
い
て
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
同
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
特
定
美
術
品

の
明
細 

四 

そ
の
他
税
務
署
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項 


